
規

則

福
島
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
証
票
の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
建
築

基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
号

福
島
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
証
票
の
様
式
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
証
票
の
様
式
を
定
め
る
規
則(

平
成

十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
七
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
調
査
等
を
す
る
児
童
委
員

等
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
規
則

本
則
及
び
別
記
様
式
中｢

第
九
条
第
一
項｣

を｢

第
八
条
の
二
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
九
条

の
二
第
一
項
及
び
第
九
条
の
六｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。(

自
立
支
援
領
域
児
童
家
庭
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
八
号

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則(

昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中｢

三
十
五
の
項
、
三
十
八
の
項
か
ら
四
十
の
項
ま
で
、
四
十
三

の
項
及
び
四
十
四
の
項｣

を｢

三
十
六
の
項
、
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
一
の
項
ま
で
、
四
十
四
の
項
及

び
四
十
五
の
項｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
ア
中｢

三
十
七
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項｣

を

｢

三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項｣

に
改
め
、
同
号
イ
中｢

三
十
六
の
項
ま
で
及
び

三
十
八
の
項
か
ら
四
十
四
の
項｣

を｢

三
十
七
の
項
ま
で
及
び
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
五
の
項｣

に
改

め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中｢

三
十
一
の
項
か
ら
三
十
六
の
項
ま
で
、
三
十
八
の
項
か
ら
四
十
の
項
ま
で
、

四
十
三
の
項
及
び
四
十
四
の
項｣

を｢

三
十
二
の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
、
三
十
九
の
項
か
ら
四
十

一
の
項
ま
で
、
四
十
四
の
項
及
び
四
十
五
の
項｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

二
十
五
の
項｣

を｢

二

十
六
の
項｣

に
、｢

三
十
一
の
項
か
ら
三
十
六
の
項
ま
で
及
び
三
十
八
の
項
か
ら
四
十
四
の
項｣

を

｢
三
十
二
の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
及
び
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
五
の
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
三
号
中｢

三
十
七
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項｣

を｢

三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か

ら
五
十
一
の
項｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中｢

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
表｣

を｢

基
準
の
表｣

に
、｢

三
十
七
の
項
及

び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項｣

を｢

三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成20年３月18日 火曜日 福 島 県 報 第1962号177

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る

法
律
第
九
条
第
一
項
の
証
票
の
様
式
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七
七

○
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七
七

○
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

一
七
八

告

示

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指
定
す

る
件
二
件

一
七
八

○
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類

型
を
指
定
し
、
及
び
当
該
水
域
に
係
る

基
準
値
の
達
成
期
間
を
定
め
る
件

一
七
八

○
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を

認
可
し
た
件

一
七
九

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た

件

一
七
九

○
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
件
二
件

一
七
九

公

告

○
福
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し

た
件

一
八
〇

○
建
築
士
法
に
よ
る
免
許
を
取
り
消
し
た

件

一
八
〇

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

一
八
〇

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察

本
部
長
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一
八
〇

○
福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察

本
部
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一
八
〇

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

一
八
〇

正

誤

○
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
付
け
号
外

第
二
十
九
号
中

一
八
一

○
平
成
十
九
年
四
月
一
日
付
け
号
外
第
四

十
号
中

一
八
一



告

示

２

改
正
後
の
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
さ
れ
る
水

質
検
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

(

健
康
衛
生
領
域
環
境
衛
生
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
九
号

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
福
島
県
規
則
第
七
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中｢
、
建
築
物
定
期
調
査
報
告
書(

第
九
号
様
式)

に
付
近
見
取
図
、
配
置
図
及

び
各
階
平
面
図
並
び
に
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
物
定
期
調
査
票
を
添
付
し
て｣

を
削
り
、
同
条
第
三

項
中｢

建
築
物
定
期
調
査
報
告
書｣
を｢

報
告
に
係
る
書
面｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
の
検
査
に
係
る
報
告(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

定
期

報
告｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
定
期
報
告
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時

期
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

省
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
項
目
に
係
る
定
期
報
告

お
お
む

ね
三
年
ご
と

二

前
号
に
規
定
す
る
項
目
以
外
の
項
目
に
係
る
定
期
報
告

お
お
む
ね
一
年
ご
と

第
十
三
条
第
三
項
中｢

前
項
の
昇
降
機
等
定
期
検
査
報
告
書
及
び
建
築
設
備
定
期
検
査
報
告
書｣

を

｢

定
期
報
告
に
係
る
書
面｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中｢

(

第
十
一
号
様
式)

｣

を｢
(

第
九
号
様
式)

｣
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中｢

(

第
十
二
号
様
式)

｣

を｢
(

第
十
号
様
式)

｣

に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
の
二
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号
様
式
を
第
九
号
様
式
と
し
、
第
十
二

号
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
に
建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
を
さ
せ
た
建
築
物
の
報
告
に
係
る
書
面
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
さ
せ
た
建

築
設
備
若
し
く
は
工
作
物
の
報
告
に
係
る
書
面
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
調
査
を
さ
せ
た
建
築
物
の
報
告
に
係
る
書
面
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
さ
せ

た
建
築
設
備
若
し
く
は
工
作
物
の
報
告
に
係
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

建
築
領
域
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
指
定
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
に
係
る
関

係
図
面
は
、
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
領
域
一
般
廃
棄
物
対
策
グ
ル
ー
プ
、
福
島
県
会
津
地
方
振

興
局
県
民
環
境
部
環
境
グ
ル
ー
プ
及
び
喜
多
方
市
生
活
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
す
る
区
域

喜
多
方
市
慶
徳
町
山
科
字
西
新
田
五
千
二
百
三
十
八
番
七
の
一
部
、
字
長
井
向
五
千
二
百
七
十
番

八
の
一
部
及
び
字
原
道
西
五
千
九
十
五
番
五
並
び
に
新
宮
字
羽
山
二
千
九
百
五
十
二
番
六
十
八
の
一

部
二

指
定
す
る
区
域
の
埋
立
地
の
区
分

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号)

第
十
二
条
の
三
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
埋
立
地(

環
境
保
全
領
域
一
般
廃
棄
物
対
策
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
指
定
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
に
係
る
関

係
図
面
は
、
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
領
域
一
般
廃
棄
物
対
策
グ
ル
ー
プ
、
福
島
県
県
中
地
方
振

興
局
県
民
環
境
部
環
境
グ
ル
ー
プ
及
び
平
田
村
住
民
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
す
る
区
域

石
川
郡
平
田
村
大
字
下
�
田
字
�
来
内
四
百
三
十
八
番
一
の
一
部

二

指
定
す
る
区
域
の
埋
立
地
の
区
分

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号)

第
十
二
条
の
三
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
埋
立
地(

環
境
保
全
領
域
一
般
廃
棄
物
対
策
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号

環
境
基
本
法(

平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
水
域

の
欄
に
掲
げ
る
公
共
用
水
域
が
該
当
す
る
水
域
類
型(

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て(

昭
和

四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
。
以
下｢

環
境
庁
告
示｣

と
い
う
。)

別
表
二
に
掲
げ
る
類
型
を

い
う
。)
を
同
表
の
該
当
類
型
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
域
類
型
に
係
る

基
準
値
の
達
成
期
間
を
同
表
の
達
成
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

水

域

該
当
類
型

達
成
期
間
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県
道
本
宮

常
葉
線

路
線
名

県
道
二
本

松
三
春
線

路
線
名

公

告
本
宮
市
白
岩
字
馬
場
二
七

二
番
二
地
先
か
ら

同

市
白
岩
字
馬
場
二
九

六
番
六
地
先
ま
で

区

間

本
宮
市
白
岩
字
根
岸
一
〇

二
番
一
地
先
か
ら

同

市
白
岩
字
根
岸
二
二

五
番
五
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
〇
・
二
〜

二
五
・
一

八
・
四
〜

一
二
・
九

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
四
・
四
〜

三
五
・
一

一
三
・
二
〜

一
五
・
八

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
八
〇
・
〇

一
八
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

二
五
〇
・
五

二
五
〇
・
五

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

阿
武
隈
川
水
系

社
川

河
川
生
物
Ｂ

イ

阿
武
隈
川
水
系

釈
迦
堂
川(

影
沼
橋
よ
り
上
流)

河
川
生
物
Ａ

イ

阿
武
隈
川
水
系

釈
迦
堂
川(

影
沼
橋
よ
り
下
流)

河
川
生
物
Ｂ

イ

阿
武
隈
川
水
系

大
滝
根
川(

三
春
ダ
ム
貯
水
池
よ
り
上
流)

河
川
生
物
Ａ

イ

阿
武
隈
川
水
系

大
滝
根
川(

三
春
ダ
ム
貯
水
池
よ
り
下
流)

河
川
生
物
Ｂ

イ

阿
武
隈
川
水
系

今
出
川(

北
須
川
合
流
点
よ
り
下
流
及
び
千

河
川
生
物
Ｂ

イ

五
沢
ダ
ム
貯
水
池
よ
り
下
流
の
北
須
川)

阿
武
隈
川
水
系

北
須
川(

千
五
沢
ダ
ム
貯
水
池
よ
り
上
流)

河
川
生
物
Ａ

イ

那
珂
川
水
系

黒
川(
福
島
県
に
属
す
る
水
域
に
限
る
。)

河
川
生
物
Ａ

イ

小
高
川
水
系

小
高
川

河
川
生
物
Ａ

イ

大
久
川
水
系

大
久
川
及
び
小
久
川

河
川
生
物
Ａ

イ

阿
武
隈
川
水
系

千
五
沢
ダ
ム
貯
水
池

湖
沼
生
物
Ｂ

イ

備
考１

該
当
類
型
の
欄
中｢

河
川
生
物
Ａ｣
又
は｢

河
川
生
物
Ｂ｣

の
表
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ
環
境
庁

告
示
別
表
二
の
１
の
�
の
イ
の
表
の
類
型
の
欄
に
掲
げ
る｢

生
物
Ａ｣

又
は｢

生
物
Ｂ｣

を
示

し
、｢

湖
沼
生
物
Ｂ｣

の
表
示
は
、
環
境
庁
告
示
別
表
二
の
１
の
�
の
ウ
の
表
の
類
型
の
欄
に

掲
げ
る｢

生
物
Ｂ｣

を
示
す
。

２

達
成
期
間
の
欄
中｢

イ｣

は
、｢

直
ち
に
達
成｣

を
示
す
。
(

環
境
保
全
領
域
水
環
境
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
信
土
地
改
良
区
が
堂
山
腹
田
地
区
ほ
場
整
備
事
業
に
係
る
新
た
な
土
地

改
良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
三
月
五
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
年
三
月
六
日
及
び
同
月
十
日
上
三
寄
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
整
備
領
域
農
地
管
理
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
百
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

平成20年３月18日 火曜日 福 島 県 報 第1962号179



福
島
県
公
安
委
員
会

公
告
第
百
三
十
三
号

国
土
利
用
計
画
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県

土
地
利
用
基
本
計
画
を
平
成
二
十
年
三
月
十
日
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

次
の
市
町
の
区
域
に
お
け
る
森
林
地
域
を
縮
小
し
た
こ
と
。

い
わ
き
市
、
東
白
川
郡
矢
祭
町
、
石
川
郡
古
殿
町
及
び
双
葉
郡
�
葉
町

(

こ
の
福
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
は
、
福
島
県
企
画
調
整
部
企
画
調
整
総
務

領
域
土
地
調
整
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
地
方
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

企
画
調
整
総
務
領
域
土
地
調
整
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
百
三
十
四
号

建
築
士
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
二

級
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
二
級
建
築
士
の
氏
名

佐
藤

幟

三

登
録
番
号

第
四
千
四
百
六
十
九
号

四

免
許
の
取
消
し
の
理
由

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
申
請
が
あ
っ
た
た
め

(
建
築
領
域
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
１
３
５
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
､
次
の
と

お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務

規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)
第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

デ
ス
ク
ト
ッ
プ
型
パ
ソ
コ
ン
195台

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
グ
ル
ー
プ
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
20年
１
月
15日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
中
松
商
会
東
京
都
千
代
田
区
鍛
冶
町
２
－
３
－
４

５
落
札
金
額

14,844,375円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
19年
11月
30日

(出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ
)

福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
(平

成
13年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
第
１
の
１
の
項
イ
及
び
別
表
第
２
の
２
の
項
中
｢100円

｣
を
｢30円

｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
20年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(県
民
サ
ー
ビ
ス
課
)

福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察
本
部
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
20年
３
月
18日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察
本
部
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察
本
部
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
(平

成
18年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
第
１
の
１
の
項
�
及
び
別
表
第
２
の
２
の
項
中
｢100円

｣
を
｢30円

｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
20年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(県
民
サ
ー
ビ
ス
課
)

福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
20年
３
月
18日
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

一 六

ペ
ー
ジ

上 上 段

後
ろ
か

ら
一
九

後
ろ
か

ら
五 行

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
告
示
第

三
百
八
十
一
号

担
当
グ
ル
ー
プ
(所
)

正

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
告
示
第

百
八
十
一
号

担
当
グ
ル
ー
プ

誤

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
道
路
交
通
規
則
(昭
和
35年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
14号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
｡

別
表
第
３
の
一
般
国
道
６
号
の
項
中
｢相
馬
市
大
曲
字
句
々
ノ
町
52番
地
先
か
ら
同
市
光
陽
三
丁
目

２
番
１
地
先
｣
を
｢相
馬
市
程
田
字
潜
石
90番
３
地
先
か
ら
相
馬
郡
新
地
町
駒
ケ
嶺
字
洞
山
88番
地
先
｣

｢
市
道
(い
わ
き
市
)
小
名
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
大
剣
１
番
141地

先
か
ら

浜
林
ノ
上
線

吹
松
16番
24地
先
ま
で

に
改
め
､
同
表
中

市
道
(い
わ
き
市
)
北
町
い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
槐
作
66番
１
地
先
か

田
松
坂
線

業
団
地
３
番
16地
先
ま
で

市
道
(い
わ
き
市
)
山
田
い
わ
き
市
山
田
町
滑
沢
下
53番
４
地
先
か
ら
同
市

沼
部
線

15番
１
地
先
ま
で

｢
市
道
(い
わ
き
市
)
御
台
い
わ
き
市
内
郷
御
台
境
町
新
町
前
10番
地
先

境
町
北
好
間
線

好
間
字
北
町
田
14番
１
地
先
ま
で

同
市
小
名
浜
字

市
道
(い
わ
き
市
)
北
町
い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
槐
作
66番
１
地

田
松
坂
線

業
団
地
３
番
16地
先
ま
で

ら
同
市
好
間
工

を
市
道
(い
わ
き
市
)
北
好
い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
向
町
田
37番
３

間
高
坂
線

町
北
好
間
字
向
町
田
35番
２
地
先
ま
で

沼
部
町
金
山
下

市
道
(い
わ
き
市
)
山
田
い
わ
き
市
山
田
町
滑
沢
下
53番
４
地
先
か
ら

沼
部
線

15番
１
地
先
ま
で

市
道
(い
わ
き
市
)
小
名
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
大
剣
１
番
141地

先
浜
林
ノ
上
線

吹
松
16番
24地
先
ま
で

か
ら
同
市
好
間
町
北

先
か
ら
同
市
好
間
工

地
先
か
ら
同
市
好
間

に
改
め
る
｡

同
市
沼
部
町
金
山
下

か
ら
同
市
小
名
浜
字

｣
附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
20年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(交
通
規
制
課
)

正

誤

○
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
二
十
九
号
中

○
平
成
十
九
年
四
月
一
日
付
け
号
外
第
四
十
号
中
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